
山鹿市農業委員募集要項 

 

農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）に基づき、山鹿市では、以下のと

おり農業委員を募集します。 

 

１ 募集人員 

14 人（ただし、下記９ただし書きに定める要件があります。） 

 

2 身分 

 山鹿市特別職の非常勤職員 

 

3 任期 

 令和 9 年 1 月 15 日から令和 12 年 1 月 14 日までの３年間 

 

４ 報酬 

（１）月額 29,000 円 

    （山鹿市特別職の職員の報酬等に関する条例（平成 17 年山鹿市条例第 43 号）） 

（２）活動加算（農地利用の最適化活動 1 時間につき 1,000 円） 

（山鹿市農業委員会の委員等の報酬の加算額の支給に関する規則（令和2年山鹿市規則第20号）） 

 

５ 職務内容 

  毎月開催される農業委員会の総会に出席し、農地の権利移動や転用の許可等に関する審

議を行います。また、当該審議に関連した現地調査や農地利用最適化推進委員（以下「推

進委員」という。）と連携した現場活動等を行います。 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員

会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。ただし、次のいず

れかに該当する者は除きます。 

 （１）破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者 

（２）拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

（３）山鹿市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接

な関係を有する者 

 

７ 推薦・応募に係る手続き等 

  以下の（１）の推薦・応募様式に必要事項を記入のうえ、（２）の添付書類を添えて、郵



送又は持参により、受付期間内に山鹿市農業委員会事務局まで提出してください。 

  なお、推薦・応募に係る書類は返却しませんので、ご了承ください。 

 

（１）推薦・応募様式 

個人又は団体等が推薦する場合（認定農業者等） 様式第 1-1 号 

個人又は団体等が推薦する場合（中立委員） 様式第 1-2 号 

自ら応募する場合 様式第 2 号 

（２）添付書類 

ア 様式第 1-1 号を提出する場合、別紙 1 及び別紙 2 

イ 様式第 1-2 号を提出する場合、別紙 3 及び別紙 4 

ウ 様式第２号を提出する場合、別紙２ 

エ 推薦を受けた者又は応募した者の住民票 

（※推薦をした日又は応募をした日以前 3 ヵ月以内に発行されたもので、本籍地の

記載があり、マイナンバーが記載されていないもの。） 

オ 推薦を受けた者か応募した者が認定農業者である場合、又は所属する法人が認定農

業者である場合は、農業経営改善計画認定書などの認定農業者であることを証明する

書類の写し 

 （３）推薦・応募様式等の入手方法 

    以下の窓口に備えるほか、山鹿市ホームページからもダウンロードできます。 

窓口 所在地 電話番号 

山鹿市農業委員会事務局 山鹿市山鹿 987 番地 3 0968-43-1614 

鹿北市民センター 山鹿市鹿北町四丁 1612 番地 0968-32-3111 

菊鹿市民センター 山鹿市菊鹿町下内田 713 番地 0968-48-3111 

鹿本市民センター 山鹿市鹿本町来民 686 番地 1 0968-46-3111 

鹿央市民センター 山鹿市鹿央町合里 158 番地 1 0968-36-3111 

 

8 受付期間 

  令和 8 年 8 月 3 日（月）から令和 8 年 8 月 31 日（月）17：00 まで 

  （※窓口での受付は、土・日・祝日を除く上記期間の９：００から１７：００まで） 

 

9 選考及び任命方法 

  被推薦者又は応募者については、山鹿市農業委員候補者選定委員会を開催し、候補者の

選考を行います。（必要に応じて面接を行う場合があります。） 

  その後、山鹿市議会の同意を得た上で、山鹿市長が任命します。 

  また、農業委員の任命には、法令により次の要件があります。 

（１）認定農業者等が委員の過半数を占めること。 

 （２）農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者（中立委員）を１人

以上含むこと。 



 （３）年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう青年や女性の登用に配慮すること。 

 

１０ その他 

 （１）農業委員と推進委員は同時に双方に推薦・応募できますが、兼務することはできま

せん。 

 （２）推薦・応募に要する費用は、全て被推薦者又は応募者の負担となります。 

 （３）必要に応じて提出書類の追加を求める場合があります。 

 （４）提出書類に記載された内容等を確認するため、必要に応じて本人又は関係機関に対

して照会を行うことがあります。 

 （５）法令の定めにより、受付期間の中間及び期間終了後に、山鹿市ホームページで提出

書類に記載された以下の情報を公表します。 

   ア 推薦をする者（個人に限る。）の氏名、職業、年齢及び性別 

   イ 推薦をする者（法人又は団体に限る。）の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、

構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項 

   ウ 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の

状況 

   エ 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等であるか否かの別 

   オ 推薦又は応募の理由 

   カ 推薦をする者が当該推薦を受ける者について推進委員に同時に推薦をし、又は応

募する推進委員に同時に応募をしているか否かの別 

   キ 推薦を受けた者及び応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数 

   ク その他山鹿市長が必要と認める事項 

 

１１ 推薦・応募書類の提出先及び問合わせ先 

   〒861-0592 

   山鹿市山鹿 987 番地 3 

   山鹿市農業委員会事務局 

   電話 0968-43-1614 

 


